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はじめに

本書は、ＮＥＤＯ技術委員・技術委員会等規程第３２条に基づき研究評価委員会におい

て設置された「固体高分子形燃料電池利用高度化技術開発事業」（事後評価）の研究評価

委員会分科会（２０１９年１１月１日）において策定した評価報告書（案）の概要であ

り、ＮＥＤＯ技術委員・技術委員会等規程第３３条の規定に基づき、第６１回研究評価委

員会（２０２０年５月１５日）にて、その評価結果について報告するものである。 

２０２０年５月 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

研究評価委員会「分散型エネルギー次世代電力網構築 

事業」分科会（事後評価） 

分科会長 三谷 康範 



 

1 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 研究評価委員会 

「分散型エネルギー次世代電力網構築実証事業」（事後評価） 

分科会委員名簿 

（２０１９年１１月現在） 

   氏名 所属、役職 

分科 

会長 三谷
み た に

 康
やす

範
のり

 九州工業大学 理事・副学長（研究・産学連携担当） 

分科 

会長 

代理 
北條
ほうじょう

 昌
まさ

秀
ひで

 
徳島大学 大学院社会産業理工学研究部 理工学域 電気電

子系 教授 

委員 

青木
あ お き

 睦
むつみ

 名古屋工業大学 大学院工学研究科 准教授 

大谷
おおたに

 昇
のぼる

 関西学院大学 理工学部 先進エネルギーナノ工学科 教授 

柿ヶ野
か き が の

 浩
ひろ

明
あき

 立命館大学 理工学部 電気電子工学科 教授 

北
きた

 裕幸
ひろゆき

 
北海道大学大学院 情報科学研究院/情報科学院 

研究院長/学院長 教授 

佐藤
さ と う

 育子
い く こ

 東京電力ホールディングス（株） 執行役員 安全推進室長 

敬称略、五十音順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 

「分散型エネルギー次世代電力網構築実証事業」（事後評価） 

評価概要（案） 

 
１．総合評価 

本プロジェクトは、再生可能エネルギーの導入拡大を図るため、配電系統にパワーエレク

トロニクス技術を用いた電圧制御機器を導入することを前提として、特に、コンパクト化、

軽量化、低コスト化、メンテナンス性等の面において優れた、SiC パワー半導体を利用した

次世代電圧制御機器の技術開発を行うことを目的として実施された。細かな試験項目まで明

確にして計画的に試験が行われていること、シミュレーションやグリッドの各段階で膨大な

試験が行われ、抽出された課題点をフィードバックして改善につなげてきていることは評価

できる。さらに、その適用に向け、共通基盤技術となる項目を整理し、将来の配電系統のあ

り方を明確化し、運用面での特性を整理したことは、将来の技術開発などへ資するものであ

る。 
一方で、次世代 TVR（Thyristor type step Voltage Regulator：サイリスタ式自動電圧調

整器）（CVC（Continuous Voltage Compensator：連続電圧調整器））は多くの機能を実現

できる機器であるが、各送配電事業者が必要としている状況が 不明である。既存の TVR
では解決できない課題を明確にし、それを実系統に適用するための仕様を明らかにして開発

目標を設定するべきである。また、その中で、何を守ってどの部分を攻めるかのメリハリの

効いたシステム戦略を取り入れなければ、今後の世界市場では取り残されたシステムになっ

てしまう恐れがある。 
今後、共通基盤技術として確立させ実用化させるためには、研究開発において、電力会社

とメーカーの共同体制の整備と知財の取扱いのコンセンサスが必要であると思われる。 

 
２．各論 
２．１ 事業の位置付け・必要性について 
再生可能エネルギーを今後大量導入していく上で必須となる技術を取り扱った、非常に重

要且つタイムリーな事業である。再エネの導入拡大と電力設備の安定性確保をいかに両立さ

せていくかは、公共性、社会性の高い課題であると共に、複数企業の連携、知財に関する配

慮等から、本事業に NEDO が関与することの意義は十分に認められる。また、電力各社へ

のヒアリングや文献調査などから電力系統における問題点の整理がなされ、それに対して、

将来の実用化を見据えた開発項目を適切に設定して事業が行われている。 
一方で、投じた研究開発が社会メリットを持つために必要な戦略に関する議論を、2040-

50 年の未来想定の中に位置付けるべきであると思われる。 

 
２．２ 研究開発マネジメントについて 
研究開発の実施体制および進捗管理については、機器・システム開発者と共通基盤技術開
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発者との連携において、検討作業会が有効に機能していることが確認された。その際、メー

カーのノウハウについて、知財を守る観点から体制を見直し、柔軟に対応されたことも評価

できる。また、グリッド試験の各段階での試験の目的を明確にしている。さらに、SVC（Static 
Var Compensator：無効電力補償装置）開発において高調波問題が生じた時点での実施項目

の修正は適正であった。 
一方で、研究開発項目である機器・システムの開発と共通基盤技術の開発は、相互にフィ

ードバックを行いながら開発が進められているが、フィージビリティスタディの立ち位置が

明確ではなく、各項目間の連携という意味でプロジェクト全体の戦略の明確化に影響を与え

ているように思われる。 

 
２．３ 研究開発成果について 
一部試験に不具合があったものの、期間内に全開発項目を完了し、SiC モジュールを活用

した次世代の電圧調整装置が開発できたことは高く評価できる。その不具合についても、実

施者が自主的に開発を継続して問題を解決し、耐環境試験以外全て達成している。また、汎

用電力機器への SiC 素子応用は他に例を見ないものであり、世界的に見ても注目される研

究開発成果である。論文や学会発表など、成果の普及についても十分な活動を行っている。 
一方で、太陽光発電が大量に配電系統に接続された場合の電圧制御に関して、本プロジェ

クトで開発した機器と競合技術との客観的な比較評価が十分には行われておらず、開発機器

システムが中長期的に優位性を持って市場性を確保するかどうかの判断材料が不足してい

る。 
今後の装置開発については、一部検討項目が残されており、SiC 素子を活用した電圧調整

装置の実適用に向け、さらに検討を進められることを期待したい。特に、従来機器の Si モ
ジュールを単に SiC モジュールに置き換えただけでは、SiC のポテンシャルを十分に発揮

できるとは思えないので、SiC モジュールの性能を最大限に活かす機器設計をさらに進めて

頂きたい。 

 
２．４ 成果の実用化・事業化に向けた取組及び見通しについて 

SiC 素子の価格が低下すれば、機器やシステムとしての市場性を持つところまで開発が行

われたことは評価に値する。普及に向けて、メーカー主体で設計・開発を行って電力会社に

提案していくスタイルも極めてリーズナブルであり、市場で機能していくものと考える。ま

た、フィージビリティスタディにおいては、多種多様な条件が整理されたうえで結果が導か

れているため、例えば太陽光発電の導入限界量とその決定要因との因果関係の検討や、準最

適解の考察などに資することが見込まれる成果が得られている。 
一方で、製品化、量産化、実適用化に向けた、さらなる詳細な課題の整理とその課題の解

決策の検討が必要である。具体的には、SiC としての能力を最大限に活かす機器構成を目指

す必要がある中で、厳しいコスト環境にある配電系統への導入を目指しているためにスペッ

クの決め方が定まっていない。市場性を語る上で、中期でどのような社会環境があるかを見

定め、戦略的な機器開発目標が設定されていると、より事業化を目指す方向性が見えていた
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と思われる。 
今後、SiC 素子のコスト競争力について、どのように取り組むのか、さらなる検討が必要

である。また、共通基盤技術として確立させ実用化させるために、研究開発においては、電

力会社とメーカーの共同体制の整備と知財の取扱いのコンセンサスが必要であると思われ

る。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.7  A A B A A A B 

２．研究開発マネジメントについて 2.1  A A A B B C C 

３．研究開発成果について 2.1  A B B B B B B 

４．成果の実用化・事業化に向けた取組及び 
  見通しについて 

2.1  B A A B B B C 

（注）素点：各委員の評価。平均値は A=3、B=2、C=1、D=0 として事務局が 

数値に換算し算出。 

 
〈判定基準〉 

１．事業の位置付け・必要性について ３．研究開発成果について 

・非常に重要         →A 
・重要            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当性がない、又は失われた →D 

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当とはいえない      →D 

 
２．研究開発マネジメントについて 

 
４．成果の実用化・事業化に向けた取

組及び見通しについて 

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね適切          →C 
・適切とはいえない      →D 

・明確            →A 
・妥当            →B 
・概ね妥当          →C 
・見通しが不明        →D 
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